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鉄道事業に係る固定資産の評価 
開始Ｂ／Ｓの評価方法としては時価（再調達原価）を採用するものとし

ているが、道路事業に係る償却資産のうち直近のものについては取

得原価によることも認めることとしている（ＪＨが適用）ため、鉄道事業

に係る固定資産についても検討が必要 

 

  算定

方式

 
 

再調達原価により算定 取得価額により算定 

メリット ・ 開始Ｂ／Ｓの評価方法と

して道路事業資産と整合

性がある 
 

・ 算定済み 
・ 鉄道利用料が変らない 
 

デメリット ・ 評価額が帳簿価額より大

きくなれば、鉄道利用料が

高くなる 
 

・ 開始Ｂ／Ｓの評価方法が

時価（再調達原価）である

ことと整合性が課題となる

・ 道路資産の時価評価との

整合性に欠ける。 
→ＪＨを除く 3 公団の道路
資産は、直近取得のも

のもデフレーター処理

し、時価に引き直してい

る。 
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道路事業と鉄道事業共用の長大橋の耐用年数 
 

（論点１）  

本四公団において、道路事業と鉄道事業共用の長大橋がある。同一の

固定資産で異なる用途に使用する場合において耐用年数はどうすべき

か。 

 

税務上では建物について特別の規定を設けている。２以上の用途に

使用される建物の一部に特別な内部造作他の施設をしている場合に

は用途ごとに区分してそれぞれの耐用年数を適用できるとしている。 

長大橋においても同様な考え方が採れるのではないか。 

 

 

（論点２） 

公共財となる道路（無料解放後国に承継）と当初より民間企業が使う鉄

道では、耐用年数に差異があっても問題ないのではないか。 

 

道路のような公共財と民間が営業活動のために使う鉄道資産とはお

かれている環境がもともと違っており、鉄道事業資産のほうが道路事

業資産に比べて耐用年数が短いのには、経済面からの合理的な理由

がある。 
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＜参考＞ 

耐用年数通達 

（2 以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例） 

1－2－4 一の建物を２以上の用途に使用するため、当該建物の一部に

ついて特別な内部造作その他の施設をしている場合、例えば、鉄筋コン

クリート造の６階建のビルディングのうち１階から５階までを事務所に使

用し、６階を劇場に使用するため、６階について特別な内部造作をしてい

る場合には、１－１－１にかかわらず、当該建物について別表第一の「建

物」の「細目」に掲げる２以上の用途ごとに区分して、その用途について

定められている耐用年数をそれぞれ適用することができる。ただし、鉄筋

コンクリート造の事務所用ビルディングの地階等に附属して設けられてい

る電気室、機械室、車庫又は駐車場等のようにその建物の機能を果たす

に必要な補助的部分（専ら区分した用途に供されている部分を除く。）に

ついては、これを用途ごとに区分しないで、当該建物の主たる用途につ

いて定められている耐用年数を適用する。 
 
 








